
様式第２号（第４条関係）

１■事務事業の概要

　

　 部 課
又は施

　　

②項

対象と
対象の数

　

２■事務事業実施の状況

平成18年度

　

平成19年度

平成20年度

平成21年度

平成22年度

平成23年度

平成24年度

平成25年度

平成26年度

平成27年度

　

　
活動実績
ａ（単位)
直接事業費
ｂ（千
人件費
ｃ（千
合計コスト
ｄ(ｂ＋ｃ)
（千円）

単位コスト
ｄ／ａ
（千円）

 
２－２総合計画に
おける単位施策成
果指標

　第２次とよあけ男女共同参画プランに掲載されている
173事業のうち抽出した26事業について豊明市男女共同参
画懇話会委員が男女共同参画推進の視点で評価を行っ
た

　第２次とよあけ男女共同参画プランに基づき、各課等
の事業を推進。評価準備を行った。

1（回）

事務事業実施にあたって心がけた改善の取組み 社会状況等の事務事業がおかれる環境把握

―

当たり

　平成２４年度

当たり

1（回)1（回)

当たり当たり

762

アウトプット実績（活動数値）の補足説明

回当たり
637

637

 
２－３成果指標に
係る活動実績とコ
ストの推移（アウ
トプット分析）

　平成２０年度

―

　平成１９年度

―

　平成１８年度 　平成２１年度

410 397

回当たり
670

　直接経費は、委員報酬（全体会と部会）（H21年4月より報酬金額が、7,200円→5,000円に変更）
　人件費は、＠3,100円／時×64h×2人＝396,800円

670

当たり

１－１事務事業の
名称

１－２担当 市民活動推進係市民部

男女共同参画プラン推進事業

評価票作成者 男女共同参画担当係長
犬塚美佐子

係市民協働課

市民ニーズの認識

―

―

256 358

―

　アンケートでは、男女共同参画という言葉を知っている方は82.3％に対し
て、第２次プランがあることを知っている方は49.3％だった。施策や事業を
知らなくても、徐々に男女共同参画意識は浸透してきている。

　男女共同参画プランは、男女共同参画社会基本法に基づ
き作成した計画である。男女共同参画事業等の推進のため
に微調整を行う。

〃

　平成２２年度

　プラン策定は、計画の策定がされるか、されないかが重要である。
　前期は平成18年度策定（平成19年度～26年度：8年計画）、平成22年度中間見直し
　後期は平成26年度策定（平成27年度～：計画年数未定）

　平成２３年度

466

　男女共同参画プランは、男女共同参画社会基本法に基づ
き作成した計画である。

260

　平成２５年度

240

 
１－３総合計画に
おける施策の体系

①節

　社会環境の変化や時代的な要請に対応するため改訂された「第２次男女共同参画プラン」は、平成19年度～26年度の8年計画とし、中間期の平成22年度に施策評価を行い事業等を見直す。また、平成26年度
までに「第３次とよあけ男女共同参画プラン（平成27年度～）」の策定を行う。

コード

参加と協働

　男女共同参画

　社会的性差のない環境づくり

１－４事務事業の
目的の精査

　男女共同参画意識は、以前より着実に浸透してきている。男女共同参画社
会の理解、意識は高いが行動が伴わない面がある。

「市民と行政が尊重しあう協働のまちづくり」 　④単位施策(中） コード

5―1―4―2―1　男女共同参画プランの改訂 コード

 5―1―4―2

　
２－１事務事業の
実施における基本
認識

当たり

回当たり
762

722

404

―

回当たり
722

１－５事務事業の
内容

意図（対象を事務事業に
よってどのような状態にす
るのか）

　担当職員、男女共同参画懇話会委員

　⑤単位施策(小）

　新たな豊明市の男女共同参画推進の指針として、プランの推進と評価のシステムを確立し、豊明市における男女平等社会の実
現をめざす。

交流と市民参加 　③基本施策 5―1―4

後期目標値(単位)

　第２次とよあけ男女共同参画プランに掲載されている
173事業のうち抽出した18事業について豊明市男女共同参
画懇話会が男女共同参画推進の視点で評価を行った。

　「第２次とよあけ男女共同参画プラン」は、男女共同参画社会基本法に基づき作成した計画である。この計画に基づき事業を推進するため、対象事業の評価、進行管理を行った。

　平成２６年度

1（回) 1（回)

前期目標値(単位) 指標の説明

　平成２７年度

1（回）

事務事業成果指標名

　実施の有無（回）

〃



　

後期目標値
に対する達
成度（％）

３■事務事業の自己評価結果

　
単年度
担当課評価

　　　　　
　　● ４段階評価結果Ａ ： 上位目的である施策に貢献しているので継続する ● 判断の基準　①必要性（必要な事務事業であるか）

Ｂ ： 事務事業の実施手法や環境（予算的・人的）に改善が必要 　　　　　　　 ②公共性（公が実施する意味があるか）
　 Ｃ ： 縮小等、事務事業としての見直しが必要 　　　　　　　③妥当性（ニーズに対して投入が適正か）

Ｄ ： 事務事業の廃止が相当 　　　　　　　 ④効率性（結果に至る活動に無駄はないか）
 　　　　　　　⑤有効性（活動の結果が上位の目的に貢献しているか）
               ⑥市民満足度（事務事業が対象にしている市民を満足させているか）

　　　　　 

平成18年度

　
平成19年度

平成20年度

平成21年度

平成22年度

平成23年度

平成24年度

平成25年度

平成26年度

平成27年度

４■事務事業の総合評価結果

平成18年度

平成19年度

平成20年度

平成21年度

平成22年度

平成23年度

平成24年度

平成25年度

平成26年度

平成27年度

　
４－１総合評価の
結果

　継続して事業を進めること。

Ａ

結果

　継続して事業を進めること。Ａ

―

　平成２４年度 　平成２６年度 　平成２７年度

審査会による改善方向の指示

　抽出した事業について、男女共同参画懇話会が評価を行うことができた。
評価された事業担当課とヒヤリングすることにより、今後のプラン改正の下
準備となる。

〃

〃

―

　施策・事業の推進管理を行うための体制を確立させ、適正な評価を行うた
めの準備を進めた。この作業が、今後のプラン改正の下準備となる。

　今年初めて、抽出した18事業について、豊明市男女共同参画懇話会が評価
を行うことができた。

　プランに基づき、施策と事業を展開する。男女共同参画
事業等の推進のために微調整を行う。

次年度に向けて改善する取組み

Ａ Ａ

Ａ

Ａ

　継続して事業を進めること。

　継続して事業を進めること。

0 11

　平成２６年度　平成２１年度

1

　平成２５年度　平成２３年度　平成２１年度

100

　平成２５年度 　平成２７年度　平成２３年度 　平成２４年度

　
３－２評価の内容

　引き続き、プラン策定後の推進・評価をすることに
よって計画の見直しを図っていく。

―

今後の環境変化を踏まえた課題認識

〃

　事業を懇話会委員により外部評価し、プランの推進と評価のシステムを確立した。事業担当課とヒアリングすることにより「第２次とよあけ男女共同参画プラン」の推進と後期プランの見直し
に向けた検討を行った。

―

　プラン策定後の推進・評価を実施する。施策や事業を
評価することによって計画の見直しを図っていく。

事務事業の担当課としての単年度の取り組みの自己評価

100

　平成２２年度

指標対応実
績（回)

―

100

３－1　評価結果
(アウトカム自己
分析）

　平成１９年度 　平成２０年度

Ａ

　平成１８年度

Ａ―

　平成２２年度

 
２－４成果指標に
対応する実績と達
成度の推移

　平成１８年度 　平成１９年度 　平成２０年度

― 0


